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2026年3月10日、米国司法省（Department of Justice、DOJ）は、刑事事件に関する初の省全体適
用の企業執行および自主的自己開示規則（Corporate Enforcement and Voluntary Self-Disclosure
Policy、CEP）を公表し、これを、現在有効なすべての各部門および連邦検察官事務所の企業執行規
則に優先するものとした。新たな規則は、2025年5月に刑事部（Criminal Division）が導入した枠
組みを、15 U.S.C. §§ 1-38に基づく反トラスト違反を除いた企業刑事案件を扱うすべてのDOJ部門
に拡張するものである。特に注目すべき点として、新規則は、2026年2月24日にニューヨーク南部
連邦検事局（Southern District of New York、 SDNY）が公表した金融犯罪に関する企業執行および
自主的自己開示プログラムを実質的に無効化するものである。

従来の刑事部におけるCEPのコアとなる三層構造は維持されているものの、新規則において、企業
およびその弁護士が慎重に検討すべき複数の変更点が導入されている。

三層構造の概要三層構造の概要

CEPでは、引き続き、想定される結果が以下の三層の区分に整理されている。

パートI — 不起訴処分（Declination）：自主的な自己開示を行い、全面的に協力し、適時かつ適
切に是正措置を講じ、さらに、加重要素が存在しない企業に対して適用される。CEPの下では、
自主的な自己開示とは、企業が、これまでDOJに認識されていなかった不正行為であって、企業
に開示義務がなく、かつ、他の手段ではDOJが発見する可能性が低かったものについて、適切な
DOJ刑事部門に迅速に報告することを意味する。内部通報者が先にDOJに通報した場合であって
も、企業が内部通報を受けてから合理的に可能な限り速やかに、遅くとも120日以内に自ら報告
を行い、かつ、その他の要件を満たす限り、不起訴処分を得ることができる。

また、加重要素が存在する場合であっても、当該要素の重みと企業の協力や是正措置の質を比較衡
量した上で、検察官は、その裁量により、CEPに基づく不起訴処分を推奨することが可能である。
不起訴処分には、不当利得の返還・没収および完全な損害賠償・被害者補償の支払いが必要であ
り、また、不起訴処分は公表される。

パートII — 起訴猶予合意（Non-Prosecution Agreement、 NPA）：惜しくも完全な自主的自己
開示には至らなかった場合（「near miss」）や、刑事処分を正当化する加重要素が存在するもの
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の、全面的に協力し適切な是正措置を行った企業に適用される。起訴猶予合意に基づく処分の期
間は3年未満であり、独立モニターは付されず、罰金は米国量刑ガイドライン（U.S. Sentencing
Guidelines、U.S.S.G.）の下限から50〜75%減額される。

パートIII — 検察官裁量：その他すべての事案において、検察官は、その裁量により、処分の形
態、期間、遵守すべき義務、制裁内容を決定することができる。金銭的制裁については、減額は
U.S.S.G.範囲の50%が上限となる。

従前の部門別ポリシーからの主な変更点従前の部門別ポリシーからの主な変更点

適用範囲の省全体への拡大：CEPは現在、刑事部の扱う案件に限らず、すべてのDOJ企業刑事案
件に適用される。従来、独自の自主的自己開示枠組みの下で運用されていた連邦検察官当局も、
同一の三層構造、協力基準、是正措置の定義に拘束される。自己開示を検討する企業にとって、
従来の分析に影響していた部門別の差異は今は存在しない。CEPでは、開示先は特定の部門に限
定されるものではなく、企業は適切なDOJ部門のいずれかに自己報告することができ、ある部門
への誠実な開示が後に別の部門で処理された場合でも、要件を満たす。また、連邦規制当局やそ
の他の非DOJ機関への誠実な開示も、状況に応じて、DOJの裁量により適格とされ得る。

SDNY金融犯罪プログラムへの優先：新たなDOJ全体適用CEPのわずか2週間前に公表された、
2026年2月24日付のSDNYの金融犯罪に関する企業執行および自主的自己開示プログラムは、も
はや有効ではない。当該SDNYプログラムは、従来のDOJ規則と比較して、自己報告を行う企業に
対して複数のより有利な取扱いを提供していた。かかる取り扱いには、加重要素の定義がより限
定的であること、企業が被害者への迅速かつ完全な賠償のために「合理的に最大限の努力
（reasonable best efforts）」を尽くした場合には不起訴処分において罰金・没収を免除するこ
と、違法行為が報道された後でも不起訴処分を得る手段があること、より有利な不起訴処分のタ
イムラインが設定されていることなどが含まれていた。特に重要な点として、CEPでは適格企業
に対する不起訴処分は政府の調査終了時点で初めて保証されるのに対し、SDNYプログラムでは自
己報告後数週間以内に条件付き不起訴処分が提示され、初期の時点から明確な合意の下での解決
への道筋が示されていた。新CEPの公表リリースにおいては、CEPが「現在有効なすべての各部
門および連邦検察官当局の企業執行規則に優先する」と明示されている。SDNYプログラムを前提
に自己開示を検討していた企業は、新たな省全体適用枠組みの下での選択肢を再評価する必要が
ある。

従前の刑事部ポリシーからの変更点従前の刑事部ポリシーからの変更点

新CEPは、基本的に2025年5月に公表された刑事部のCEPの文言を踏襲しているが、複数の軽微な
変更が含まれている。

パートIIの罰金減額幅の変更：従来の刑事部のCEPでは、パートIIの取り扱いを受ける企業に対し
てはU.S.S.G.下限から一律75%の減額が認められていたが、新たなDOJ全体適用CEPでは、50〜
75%の範囲での減額に変更され、企業が自己開示を検討する際の金銭的結果の予測可能性は低下
した。
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再犯基準の拡張：新規則では、従来の刑事部のCEPにおける 5年間の期間的な制約を超えて、
「現在の不正行為に関与した主体による、過去5年以内またはその他の時期における、類似の不
正行為に基づく刑事上の裁定または決定」を含むよう拡張された。これにより検察官は、時期に
かかわらず、類似の不正行為に関連する過去の刑事上の決定を考慮に入れることが可能となっ
た。

より迅速な明確化の促進：新規則には、「自己報告を行う企業にとっての不確実性を最小化する
ため、検察官は、本規則のパートI・パートIIの適格性判断を行うために開示に関する関連事実や
状況の把握に努め、また、適切な場合には、可能な限り速やかに企業に通知することが奨励され
る」との明示文言が追加されている。これは、企業調査の迅速化に対する米国司法省の関心と整
合的である。

企業規模に応じた協力評価の調整：新規則では、DOJが協力の範囲、量、質、影響、タイミング
を評価する際において、「協力企業の規模、洗練度、財務状況」を考慮すべきであることが明示
された。これにより、小規模企業や資源制約のある企業において、協力の方法に一定の柔軟性が
認められる可能性がある。

衝突排除（De-Confliction）保護の明確化：新規則には、捜査に支障のある行為を控えるべきDe-
Confliction期間中であっても、企業が法的義務として必要のある行為を行うことは妨げられない
が、事前にDOJに通知し、合理的な対応措置を取るための十分な時間を与える必要があることが
明示された。これは、政府調査への協力義務と他の法的義務との間で競合が生じる場合の実務的
保護である。

企業への影響企業への影響

新たな省全体適用CEPは、2025年から刑事部の案件に適用されてきた基本枠組みを維持しつつ、そ
れを省全体に一貫して適用するものである。不正行為の自己報告の是非や政府調査への最適な協力
方法を検討する企業は、今後は統一されたルールに基づいて判断することになる。適用を受ける可
能性のあるインセンティブを十分に理解した上で、経験豊富な弁護士と協議しながら迅速に判断す
ることが、従来と同じく極めて重要である。

この記事は英文の記事の要約版となります。また、この記事はJenner & Blockニュースレターに掲
載されています。
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